
 

 

 第２回南魚沼市地域公共交通協議会（書面議決）結果 

 

 

１．通知発送日 

令和６年６月14日 

 

２．協議方法 

・会議の開催に代えて書面による議決を実施 

・南魚沼市地域公共交通協議会の各委員に対し、書面により議決内容を周知し、

回答を依頼 

 

３．協議事項 

１ 地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統）に伴う「南魚沼市地域公共交

通網形成計画」別紙の作成について 

２ 地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に伴う「南魚沼市地域

公共交通網形成計画」別紙の作成について 

３ 南魚沼市地域公共交通協議会運賃協議分科会の設置について 

４ 市民バス利用促進月間について 

 

４．協議結果 

 【回答状況】 

委員数：26人（会長を除く） 

回答数：23人 

無回答：３人 

委員の過半数の回答があったため協議会開催が成立（協議会規約第9条第2項）  

  



 

 

【回答結果】  

 

●協議事項１ 地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統）に伴う「南魚沼市地域

公共交通網形成計画」別紙の作成について 

「承認する」と回答した委員数：23人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等はありませんでした。 

 

 

●協議事項２ 地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に伴う「南魚沼

市地域公共交通網形成計画」別紙の作成について 

「承認する」と回答した委員数：23人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等はありませんでした。 

 

 

●協議事項３ 南魚沼市地域公共交通協議会運賃協議分科会の設置について 

「承認する」と回答した委員数：23人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等はありませんでした。 

 

 

 

 

 



 

 

●協議事項４ 市民バス利用促進月間について 

「承認する」と回答した委員数：21人 

「承認しない」と回答した委員数：２人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等 

 

（承認する）意見あり１人 

委員名 意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

湯本委員

（一般社団

法人南魚沼

市観光協

会） 

運行経路の確認が Webサイ

トを通じて行わなければな

らない事は、年配の方々に

とっては難しい場合があり

ます。紙媒体での案内、電

話でのサポート体制はどう

なっているのか心配です。

スーパーや病院、コミュニ

ティセンターなどでの運行

経路の情報を提供する場が

あると嬉しいかと思いま

す。 

市民バスの運行経路や時刻表の案内につきまし

ては紙媒体のガイドブックを作成し、本庁舎、

大和・塩沢庁舎や魚沼基幹病院で配布しており

ます。また、市民病院では入口の待合所に経路

や時刻表を大きく掲示しております。電話でも

各運行事業者や市にお問い合わせがありますの

でご案内しております。スーパーは民間事業者

ですので案内を掲示するスペースをご提供いた

だくことが難しく、コミュニティセンターは市

民バスでのご利用があまり多くないため掲示し

ておりませんが、乗り継ぎの拠点となる駅など

の交通結節点においては案内情報を掲示できる

よう努めていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（承認しない）意見あり２人 

委員名 意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

川上委員

（南越後観

光バス株式

会社） 

市民バスのほとんどが路線バスと並

走する運行であり、バス停も重複す

る区間が多く路線バスへの影響は多

大であり、運賃収入を売り上げの基

本とする側としては利用促進月間の

無料運行はやめてほしい。書面協議

の一文だけで、路線バス運行会社へ

の説明が無いのはなぜでしょうか。 

本件に関し、６月 14日に貴社と市

で協議を行い、了承をいただいてお

ります。 

今年は実証的に実施し、取組結果の

検証を行ったうえで、次年度以降の

取組みについて判断したいと考えて

おります。 

有馬委員

（南越後観

光バス株式

会社労働組

合） 

路線バスの収入が減少する可能性が

あるため、実施すべきではないと考

える。もし実施するのなら、路線バ

スも含めた利用促進策を検討すべ

き。 

 



協議事項１：地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統）に伴う「南魚沼市地域

公共交通網形成計画」別紙の作成について【資料No.１】 

１ 地域公共交通確保維持事業とは 

国が地域公共交通の維持に対する支援として、乗合バスの運行費等に対し支援

を行う事業であり、新潟県生活交通確保対策協議会で策定した「生活交通確保維

持改善計画」の中で位置付けし、支援を受けておりましたが、令和７年度事業よ

り「南魚沼市地域公共交通網形成計画」の中で位置付けることにより、計画と補

助制度を連動化させることが補助要件として必要となったため、当協議会で計画

「別紙」として策定し、国に提出するものです。 

２ 地域間幹線系統とは 

複数市町村にまたがって走る広域的な路線バスを指します。 

地域間幹線系統補助の対象となっている系統は下記の１系統となります。 

○六日町～小出線（新国道経由） 

 

 

協議事項２：地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に伴う「南魚沼

市地域公共交通網形成計画」別紙の作成について【資料No.２】 

１ 地域公共交通確保維持事業とは 

国が地域公共交通の維持に対する支援として、乗合バスの運行費等に対し支援

を行う事業であり、当協議会で策定した「生活交通確保維持改善計画」の中で位

置付けし、支援を受けておりましたが、令和７年度事業より「南魚沼市地域公共

交通網形成計画」の中で位置付けることにより、計画と補助制度を連動化させる

ことが補助要件として必要となったため、計画「別紙」として策定し、国に提出

するものです。 

２ 地域内フィーダー系統とは 

バス停留所、鉄道駅において、地域間交通ネットワーク（複数市町村にまたが

るバス、鉄道）と接続するバス系統を指します。 

地域内フィーダー系統補助の対象となっている路線は下記の６路線となりま

す。 

○大巻・泉コース 

○城内コース 

○五十沢・大月コース 

○上田・泉田コース 

○石打・竹俣コース 

○中之島・吉里コース 

 

 

 

裏へ 



協議事項３：南魚沼市地域公共交通協議会運賃協議分科会の設置について 

【資料No.３】 

改正道路運送法の施行に伴い、令和５年１０月１日以降、従来、地域公共交通会

議において協議されていた、一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃について、独

占禁止法上のカルテルに当たるとの疑義が生じないように、道路運送法第９条第４

項に規定する「運賃協議会」において、協議を行うこととされました。 

そこで、「運賃協議会」を、南魚沼市地域公共交通協議会規約第10条に定める分

科会として設置するため、南魚沼市地域公共交通協議会分科会規程の改正を行うも

のです。 

 

 

協議事項４：市民バス利用促進月間について【資料No.４】 

市民バスの認知度向上及び若年層世代の利用促進を図ることを目的に、令和６年

８月中の市民バス乗車運賃を無料とする、「市民バス利用促進月間」を実施するも

のです。 

 

 

 

報告事項１：路線バス「六日町＝小出線」、「六日町＝湯沢線」の欠損額補填につい

て【資料No.５】 

令和５年３月に南越後観光バス株式会社から運輸局に提出された路線バスの休止

届に関連する問題につきまして、関係者との協議の結果、魚沼市、湯沢町、南魚沼

市から南越後観光バス株式会社に対し当該路線の欠損額の５割を補填することとな

りました。 

今後も関係者による協議を開催し、相互に抱えている課題を共有したうえで、そ

れらの解決に努め今後の地域の公共交通の発展に取り組んで参りたいと考えており

ます。 



別 紙 

「南魚沼市地域公共交通網形成計画」別紙（地域間幹線系統） 

 

令和６年６月  日 

 

          （名称）南魚沼市地域公共交通協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

   

市の人口は、平成16年の市制施行以来、一貫して減少傾向であり、世帯人員減少及び

高齢化の進展により、今後、自家用車を運転できない独居高齢者の更なる増加が予想さ

れ、バスの利用者は年々減少し、市の財政負担は年々増加するなど、地域公共交通を取

り巻く環境は厳しさを増している。 

市内の路線バスは、11路線が運行しており、通勤、通学等に利用され、重要な移動手

段であるとともに、公共交通機関の一つとして、環境負荷の軽減や交通渋滞の緩和など

の役割も果たしている。バス事業者は、国県の補助金、市の補助金を受け懸命な経営努

力により路線を維持しているが、自家用車の普及、ますます進む人口減少、新型コロナ

ウイルスの影響などにより、バスの利用者は年々減少し、市の財政負担は年々増加する

など、地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増してきている。 

市が維持する地域内フィーダー系統である市民バスとの接続などにより、利便性の高

い、効果的、効率的な公共交通ネットワークを確保することを目的に、広域的・幹線的

なバス路線について、地域間幹線系統確保維持事業を実施している。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

市内の広域的・幹線的生活交通路線について、向こう３か年の間、運行を継続し、利

用者の利便性を維持することを目標とする。 

目標達成の指標として、補助対象系統の輸送人員について、前年比 100 パーセント以

上を維持することとし、毎年度達成状況の検証を行う。 

 

（２）事業の効果 

 

市内の広域的・幹線的生活交通路線の確保維持を行うことにより、通勤・通学を中心

とした日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、地域間幹線系統と市民バ

スのネットワークが連携することで、効果的、効率的な運行体系が実現できる。さらに

は、住民の社会参加の促進や外出機会の創出につながり、地域の活性化や健康寿命延伸

にもつながる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・地区老人会などで、バスの乗り方教室を開催する。（南魚沼市、事業者） 

・幹線交通と市民バスとの乗降場所を統一する。（南魚沼市、事業者） 

・幹線交通と市民バスとの乗り継ぎダイヤを設定する。（南魚沼市、事業者） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

表１を添付 

 

資料 No.１ 
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５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

 表２を添付 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

 ・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

・利用者アンケート（市民アンケート、車内聞き取りアンケート等） 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

 該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

「別紙 生産性向上の取組」のとおり 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

該当なし 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

該当なし 

 

（２）事業の効果 
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 該当なし 

 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 該当なし 

 

（２）事業の効果 

 

 該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和元年 10月 23日「南魚沼市地域公共交通網形成計画」に係る課題整理について合意 

・令和元年 12月 6日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」について協議 

・令和 2年 1月 9日  「生活交通確保維持改善計画」及び「南魚沼市地域公共交通網形成 

計画」策定に関する事業評価について合意 

・令和 2年 1月 14日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」について協議 

・令和 2年 3月 6日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」について合意 

・令和 2年 4月 24日 「生活交通確保維持改善計画」の変更について合意 

・令和 2年 7月 9日  「生活交通確保維持改善計画」について合意 

・令和 2年 10月 22日 市民バスの六日町駅前停留所の設置について合意 

市民バス「上田・泉田コース」の路線の変更について合意 

「生活交通確保維持改善計画」の変更について合意 
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・令和 2年 12月 25日「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 3年 2月 15日 市民バス「後山・辻又コース」の系統新設について合意 

・令和 3年 6月 16日 「生活交通確保維持改善計画」について合意 

・令和 3年 8月 23日 市民バス「浦佐・五箇コース」の路線の変更について合意 

市民バス「上田・泉田コース」の路線の変更について合意 

市民バス「五十沢・大月コース」の路線の変更について合意 

          市民バス「石打・竹俣コース」の工事による迂回について合意                    

「生活交通確保維持改善計画」の変更について合意 

・令和 3年 11月 30日 市民バス「大崎コース」の路線の変更について合意 

          「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 4年 2月 23日 市民バス「石打・竹俣コース」の路線の変更について合意 

・令和 4年 6月 22日 市民バス「城内コース」の路線の変更について合意 

「生活交通確保維持改善計画」について合意 

「南魚沼市地域公共交通網形成計画」の評価・検証について承認 

・令和 4年 8月 31日 市民バス「浦佐・五箇コース」の系統新設について合意 

                     市民バス「三用コース」の系統新設について合意 

・令和 4年 12月 23日「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 5年 3月 22日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」の一部改正について報告 

           市民バス「栃窪・岩之下コース」のデマンド化について協議 

・令和 5年 6月 23日 「生活交通確保維持改善計画」について合意 

           市民バス「栃窪・岩之下コース」のデマンド化について合意 

・令和 5年 8月 23日 市民バス「大崎コース」の路線の変更について合意 

                     市民バス「城内コース」の路線の変更について合意 

・令和 5年 9月 11日 「生活交通改善事業計画」について合意 

・令和 6年 1月 12日 「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 6年 2月 27日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」の改正について合意 

                     市民バス「石打・竹俣コース」の路線の変更について合意 

                     市民バス「中之島・吉里コース」の路線の変更について合意 

・令和 6年 6月 日  地域公共交通網形成計画別紙（幹線）について合意（予定） 

           地域公共交通網形成計画別紙（フィーダー）について合意（予定） 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

市民やバス利用者を対象としたアンケート調査、バス事業者を対象とした個別ヒアリン

グ調査及び市政ポストの提案・意見や区長要望等により、通院へのニーズとして幹線交通

の必要性を再認識し、その他様々な意見を反映させ、本計画を策定している。 

 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 新潟県南魚沼市六日町 180-1   

（所 属） 南魚沼市建設部都市計画課    

（氏 名） 大津 嘉高           

（電 話） ０２５‐７７３‐６６６２    

（e-mail） toshikei@city.minamiuonuma.lg.jp 
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「南魚沼市地域公共交通網形成計画」別紙（地域内フィーダー系統） 

 

令和６年６月  日 

 

（名称）南魚沼市地域公共交通協議会 
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

   

市の人口は、平成16年の市制施行以来、一貫して減少傾向であり、世帯人員減少及び

高齢化の進展により、今後、自家用車を運転できない独居高齢者の更なる増加が予想さ

れ、バスの利用者は年々減少し、市の財政負担は年々増加するなど、地域公共交通を取

り巻く環境は厳しさを増している。 

市民バスは、駅・病院等の生活必需施設を連絡する近距離の路線であり、地域内交通

として、地域間の移動の役割を担っており、また、駅での接続による広域の移動を可能

とし、鉄道・路線バスの役割である広域・幹線交通を補完する欠かせない交通手段であ

る。一方で、利用客数の減少等から、自治体及び事業者の運営努力だけでは路線の維持

が困難となっている。 

市内の公共交通空白地域を解消し、誰もが利用できる生活交通手段を確保・維持させ

ることは必要不可欠となっており、地域公共交通確保維持事業により、誰もが安心して

住み続けられる持続可能な交通体系の構築を目指すものである。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

市民バス利用者数の目標添付 

収入及び収支率に関しては、南魚沼市地域公共交通網形成計画 P68参照 

  

（２）事業の効果 

 

市民バスの運行維持により、幹線交通でカバーできない地域の移動ニーズに対応する

とともに、通院・買い物を目的とした日常生活の移動手段が確保される。  

また、通勤・通学や広域移動が利用の中心である幹線交通と、それぞれが連携し役割

分担ができるようになることで、公共交通としての位置づけが明確になり、効率的な運

行体系が実現でき、サービスの向上や市民の外出促進につながる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・バスの乗り方教室の開催（南魚沼市、事業者） 

・市民バス利用促進月間の実施（南魚沼市、事業者） 

・市民バスと幹線系統バスの重複の解消、役割の明確化（南魚沼市、事業者） 

・市民バスと幹線系統バスとの乗降場所の統一（南魚沼市、事業者） 

・市民バスと幹線交通との乗り継ぎダイヤの設定（南魚沼市、事業者） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

表１を添付 

 

 

 

資料 No.２ 
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５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

 南魚沼市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経

費から差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

 ・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

・利用者アンケート（市民アンケート、車内聞き取りアンケート等） 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

  

該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

表５を添付 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 該当なし 

 

（２）事業の効果 
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 該当なし 

 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費 

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車 

両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 
該当なし 

 

（２）事業の効果 

 
 該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和元年 10月 23日「南魚沼市地域公共交通網形成計画」に係る課題整理について合意 

・令和元年 12月 6日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」について協議 

・令和 2年 1月 9日  「生活交通確保維持改善計画」及び「南魚沼市地域公共交通網形成 

計画」策定に関する事業評価について合意 

・令和 2年 1月 14日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」について協議 

・令和 2年 3月 6日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」について合意 

・令和 2年 4月 24日 「生活交通確保維持改善計画」の変更について合意 

・令和 2年 7月 9日  「生活交通確保維持改善計画」について合意 

・令和 2年 10月 22日 市民バスの六日町駅前停留所の設置について合意 

市民バス「上田・泉田コース」の路線の変更について合意 

「生活交通確保維持改善計画」の変更について合意 
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・令和 2年 12月 25日「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 3年 2月 15日 市民バス「後山・辻又コース」の系統新設について合意 

・令和 3年 6月 16日 「生活交通確保維持改善計画」について合意 

・令和 3年 8月 23日 市民バス「浦佐・五箇コース」の路線の変更について合意 

市民バス「上田・泉田コース」の路線の変更について合意 

市民バス「五十沢・大月コース」の路線の変更について合意 

           市民バス「石打・竹俣コース」の工事による迂回について合意                    

「生活交通確保維持改善計画」の変更について合意 

・令和 3年 11月 30日 市民バス「大崎コース」の路線の変更について合意 

          「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 4年 2月 23日 市民バス「石打・竹俣コース」の路線の変更について合意 

・令和 4年 6月 22日 市民バス「城内コース」の路線の変更について合意 

「生活交通確保維持改善計画」について合意 

「南魚沼市地域公共交通網形成計画」の評価・検証について承認 

・令和 4年 8月 31日 市民バス「浦佐・五箇コース」の系統新設について合意 

                     市民バス「三用コース」の系統新設について合意 

・令和 4年 12月 23日「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 5年 3月 22日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」の一部改正について報告 

           市民バス「栃窪・岩之下コース」のデマンド化について協議 

・令和 5年 6月 23日 「生活交通確保維持改善計画」について合意 

           市民バス「栃窪・岩之下コース」のデマンド化について合意 

・令和 5年 8月 23日 市民バス「大崎コース」の路線の変更について合意 

                     市民バス「城内コース」の路線の変更について合意 

・令和 5年 9月 11日 「生活交通改善事業計画」について合意 

・令和 6年 1月 12日 「生活交通確保維持改善計画」に関する事業評価について合意 

・令和 6年 2月 27日 「南魚沼市地域公共交通網形成計画」の改正について合意 

市民バス「石打・竹俣コース」の路線の変更について合意 

                     市民バス「中之島・吉里コース」の路線の変更について合意 

・令和 6年 6月 日  地域公共交通網形成計画別紙（幹線）について合意（予定） 

           地域公共交通網形成計画別紙（フィーダー）について合意（予定） 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

市民やバス利用者を対象としたアンケート調査、バス事業者を対象とした個別ヒアリン

グ調査及び市政ポストの提案・意見や区長要望等により、通院へのニーズとして幹線交通

との乗り継ぎの環境整備の必要性を再認識し、その他様々な意見を反映させ、本計画を策

定している。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）新潟県南魚沼市六日町 180-1                 

（所 属）南魚沼市建設部都市計画課                 

（氏 名）𠮷楽 和也                 

（電 話）025-773-6662                 

（e-mail）toshikei@city.minamiuonuma.lg.jp                 
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南魚沼市地域公共交通協議会分科会規程（改正案） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、南魚沼市地域公共交通協議会規約（以下「規約」という。）第１０条

に基づき、南魚沼市地域公共交通協議会の分科会の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 分科会は、規約第４条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行う

ものとする。 

 

（組織） 

第３条 分科会の名称及び協議事項は、別表のとおりとする。 

２ 分科会を構成する委員（以下「委員」という。）は、協議会の会長が指名する。 

 

（分科会長） 

第４条 分科会に分科会長を置く。 

２ 分科会長は、委員の互選により定める。 

３ 分科会長は、分科会を代表し、会を掌握する。 

 

（会議） 

第５条 分科会の会議は、分科会長が招集し、議長となる。 

２ 分科会の会議は、必要に応じて関係する他の分科会と合同で開催することができる。 

 

（関係者の出席） 

第６条 分科会の会議は、協議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見

若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料を求めることができる。 

 

（協議結果の取扱い） 

第７条 分科会において協議を行った事項については、協議会へ報告するものとする。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 分科会の委員の報酬及び費用弁償は南魚沼市地域公共交通協議会報酬及び費用弁

償規程による。ただし、協議会と同日開催の場合は、これを支給しないものとする。 



 

（庶務） 

第９条 分科会の会議の庶務は、協議会事務局が行う。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。 

 

附則 

 この規程は、平成２４年６月２８日から施行する。 

 

附則 

 この規程は、令和６年 月 日から施行し、令和５年１０月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 （第３条） 

 

分科会所掌事務 

 

分科会名 協議事項 委員 

調査分科会 スケジュール、アンケート

内容等について協議 

南魚沼市 

南越後観光バス㈱ 

北越急行㈱ 

塩沢地域地区センター 

南魚沼社会福祉協議会 

女性代表 

国土交通省北陸信越運輸局新潟支局 

 

利用啓発分科会 利用者増に向けて協議 東日本鉄道㈱新潟支社越後湯沢駅 

南魚沼市タクシー安全協議会 

大和地域地区センター 

六日町地域地区センター 

南魚沼市障がい者協会 

南魚沼市商工会連絡協議会 

 

 

運賃協議分科会 地域における需要に応じ

当該地域の住民の生活の

ための旅客の運送を確保

する必要がある路線又は

営業区域に係る運賃等に

ついて協議 

南魚沼市 

当該運賃等を定めようとする交通事業

者 

国土交通省北陸信越運輸局 

協議会長が住民の意見を代表する者と

して指名する者 
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建設部 都市計画課
南魚沼市地域公共交通協議会

〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1
☎025-773-6662

市民バス13コース

何度でも無料
南魚沼市民だけでなく

どなたでも
ご乗車いただけます

詳しくは
こちらから

期間中の運賃は無料となりますが、市民バスの乗継者と割引者については、乗車人数を確認し
ているため、運転手にお申し出いただきますようお願いします。お客様へのお願い
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1 

 

路線バス六日町＝小出線、六日町＝湯沢線の休止届への対応について 

 

○令和４年 10月５日 文書で要望 

南越後観光バスが以下の系統の欠損額に対する補助金の増額を要望。 

・六日町駅＝小出線（新国道経由） 

・六日町駅＝小出線（魚沼基幹病院経由） 

・六日町＝湯沢線（新国道経由） 

・六日町＝湯沢線（大木六経由） 

 

○令和５年１月 12日 口頭で回答（南越後観光バス本社にて） 

 市は令和５年度運行期間については予算額の上限が既に決まっているため補

助はできないが、令和６年度については検討すると回答。 

 令和５年度運行期間 令和４年 10月～令和５年９月 

 令和６年度運行期間 令和５年 10月～令和６年９月 

 

○令和５年３月１日 文章で依頼 

 南越後観光バスから運行休止への同意か欠損額の補填をするか回答を求めら

れる。 

 

○令和５年３月１日 

 魚沼市、湯沢町と対応を協議。 

 

○令和５年３月 15日 文章で回答 

 市は以下のように回答。 

・維持すべきと判断する路線については必要な措置・予算確保に努める。 

・運行休止の同意書は提出しない。 

 

○令和５年３月 31日 

南越後観光バスが運輸局に以下の系統の休止届を提出 

・六日町駅＝小出線（新国道経由）、六日町駅＝小出線（魚沼基幹病院経由） 

・六日町＝湯沢線（新国道経由）、六日町＝湯沢線（大木六経由） 

 

○令和５年４月 12日 

 魚沼市、湯沢町と各市町の状況について情報共有。欠損額補填や今後の対応に

ついて協議。 

 

資料№ ５ 



2 

 

○令和５年４月 13日、15日 

各報道機関が休止について報道。 

 

○令和５年４月 26日 

 魚沼市、湯沢町と協議。南越後観光バスへの支援の内容、今後の南越後観光バ

スも含めた協議の内容について。 

 

○令和５年５月 11日 

 南越後観光バス、魚沼市、湯沢町、新潟県と協議。南越後観光バスから路線の

収支や乗降者数についての説明を受ける。また、運行の継続について協議。 

 

○令和５年５月 23日 文章で回答 

南越後観光バスに対し、魚沼市・湯沢町との連名で、必要な予算の確保、６年

度の概算払い、今後も協議を継続していく旨を文章で回答。 

 

○令和５年６月１日 文章で依頼 

南越後観光バスが運輸局に３月 31 に提出した休止届の取り下げ願いを提出。 

合わせて南越後観光バスが市に 10 月以降の運行形態・便数等について照会。 

 

○令和５年６月７日 

運輸局が休止届の取り下げについて公示。 

南越後観光バスがウェブサイトで取り下げについて掲載。 

南魚沼市もウェブサイトで掲載。 

 

○令和５年６月８日 

 報道機関が休止届の取り下げについて報道。 

 

○令和５年６月 21日 文章で回答 

 市は南越後観光バスに対し 10月以降の運行形態・便数等については現行を維

持するよう要望。路線の再編について今後協議を行っていくと回答。 

 

○令和５年７月３日 

 魚沼市、湯沢町と協議。路線の再編や南越後観光バスへの支援方法について。 

 

○令和５年８月９日 

 南越後観光バス、魚沼市、湯沢町と路線再編、支援方法について協議。 



3 

 

 

○令和５年 10月５日 

 魚沼市、湯沢町と欠損額補填の内容について協議。 

 

○令和５年 11月９日 

南越後観光バス、魚沼市、湯沢町と路線の再編について協議。また、欠損額補

填についての各市町の考えを南越後観光バスに伝える。 

 

○令和６年１月 23日 

 南越後観光バスが令和６年４月１日改正の路線再編案を提出。 

 

○令和６年３月 19日 

 魚沼市、湯沢町と欠損額補填の内容について協議。 

 

○令和６年４月 25日 

 南越後観光バスに対し、魚沼市・湯沢町との連名で、欠損額の５割を補填する

と回答。 

 


